
 

2024 年 5 月 徳之島診療所所長 

高血圧・脂質異常症・糖尿病にて通院中の患者様へ 

２０２４年６月診療分より 

特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行についての 

重要なお知らせ 

  
 

 

2024 年度診療報酬改定に伴い、上記 3 疾患についてこれまで当院で算定してき
ました『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・
総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行を行うよう厚生労働省より
通達が出されました。 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

患者様にはご不便をおかけ致しますが、6月 1日以降、高血圧、脂質異常症、糖
尿病の患者様にはお 1人様 1回（初回）のみ『療養計画書』へ署名（サイン）を
看護師やその他スタッフからご依頼しますので、ご理解・ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。 


